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＜相談事例＞ 

・マイナポイント事務局から、スマホに「マイナポイントがまもなく失効するので、請求し 

てください。」というメールが届いた。メールに記載された申し込みの URLをタップして、 

メールアドレスや住所・氏名・電話番号、クレジットカード番号などを入力したが、マイ 

ナポイント受取り画面に切り替わらない。フィッシング詐欺なのか。（６０歳代男性） 

 

・年金に関する機関名で、「重要なお知らせ」というショートメッセージが届いた。URLが 

あるが、アクセスして大丈夫だろうか。             （７０歳代女性） 

 

このほか、通販サイト、クレジットカード会社、宅配便事業者などの実在する組織を 

かたり、パスワードやＩＤ、クレジットカード番号などの個人情報を詐取するフィッ 

シングに関する相談が寄せられています。 

 

＜トラブルを防ぐために＞ 

●メールやＳＭＳ（ショートメッセージ）に記載された 

ＵＲＬには、安易にアクセスしない。 

●フィッシングサイトにアクセスしてしまっても、個人 

情報は絶対に入力しない。 

●クレジットカード情報を入力してしまったら、すぐに 

カード会社に連絡する。 

●日ごろからブックマークした正規のＵＲＬや正規のアプ 

リからアクセスする。 

●困ったときや不安なときは、消費生活センターに相談してください。 

                                     
北九州市立消費生活センター（ウェルとばた 7Ｆ）   ☎８６１－０９９９          

小倉北相談窓口【小倉北区役所西棟１Ｆ】          ☎５８２－４５００                     

小倉南相談窓口【小倉南区役所３Ｆ】            ☎９５１－３６１０                  

八幡西相談窓口【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】    ☎６４１－９７８２ 

 

※門司、若松、八幡東各窓口の面談による相談は、まずは消費生活センター 

☎８６１－０９９９へ電話でご相談ください。  

消費者ホットライン☎１８８
い や や

（あなたの地域の消費生活センターにつながります。） まもりん     


